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児童用タブレット端末活用 

新年度からの家庭学習  に関するお知らせ と お願い 
 

日頃より、本校の教育活動に関してご理解とご協力いただき、ありがとうございます。 

このたび、児童用タブレット端末を活用する上でのルール（「みんなで守る３つの約束・末広小タブレ

ットの使い方７つのルール」を策定いたしました。新年度から全校で統一したルールに則ったタブレッ

トの活用ができるよう、現学年において指導を行っているところです。学校と家庭とで同じルールの下、

タブレット端末を効果的に活用していくことによって、子どもたち一人一人に必要な資質・能力を育成

していければと考えております。この文書にはルールの詳細について記載されておりますので、ご一読

ください。なお、ご家庭でのタブレットの使用に関してご不明な点等がございましたら、学校までご連

絡ください。 

１ 児童用タブレット端末活用に関して 

来年度から児童用タブレット端末（以下、タブレット）を毎日持ち帰ります！ 
毎日、ご家庭にタブレット（以下、を持ち帰り、学校から出される課題（宿題）に取り組みます。 

※来年度からの家庭学習に関しては、このプリントの後半でご確認ください。 

 

≪各学年の持ち帰り日開始予定≫ 

令和７年度の学年 毎日持ち帰り開始時期 備考 

１年生 冬休み明け 夏休み明けから週末の持ち帰りを開始。 

２年生 夏休み明け ５月の連休明けから週末の持ち帰りを開始。 

３年生 

５月の連休明け 

 

４年生  

５年生  

６年生  

※ぴりか学級に関しては、ご家庭と相談の上、持ち帰りの方法を検討していきます。 

※全学年の家庭へのタブレットの持ち帰りは、５月の連休明けから開始します。４月は、ルールの徹底

や持ち帰りに向けた準備の期間とします。 

 

１ タブレット活用の目的  

 

 

 

 

 

 

 

 

○「学校から出された課題に対して」のみに使用します。それ以外で使用することを禁止します。 

○「みんなで守る３つの約束・末広小タブレットの使い方７つのルール」は学校でも家庭でも守

るべきルールとします。ご家庭でも同じルールのもと、活用してください。 

○ルールを守ることができない場合は、使用を禁止させていただくことがあります。 

○タブレットは、千歳市教育委員会から貸し出しているものです。 

 

 

タブレットは、学習活動のために使用します。 



２ ご家庭でタブレットを使用する際のお願い 

①使用できることは…？ 学校から出された課題（宿題）に取り組むために使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②使用していい場所は…？ 基本的にご家庭で使用してください。 

 

 

 

 

③使用する時間帯は…？ 各家庭で時間を決めて使用してください。 

 

 

 

 

④使用時間は…？ 長時間使い続けることで、健康を害する可能性があります。 

 

 

 

⑤保管場所は…？ 壊れてしまう可能性のある場所に置かないようにください。 

 

 

⑥充電は…？ 毎日持ち帰ることになったら、毎日、家庭で充電してから登校してください。 

 

 

 

 
 

⑦破損や紛失、動作の不具合等が起きたら…？ できるだけ早く学校へ連絡してください。 

 

 

 

 

 

○４月に、使用に関する確認書（ルールの確認等）を提出していただきます。新年度が始

まりましたら配付いたします。 

○学習活動に関わること以外には使用できません。 

例）YouTube・動画視聴・インターネット検索・SNS・ゲーム等 は禁止です。 

※動画視聴したりインターネット検索したりするような課題が出る場合があります。学校

からの宿題内容に関しては、基本的に各学級の「classroom」で連絡します。 

○学校から認められたこと以外に使わないでください。 

※タブレットは、千歳市教育委員会によって使用履歴を確認することができます。 

※家庭で起きたルール違反による問題（ネットトラブル等）に対して、学校としては責任

を負いかねません。ご了承ください。 

★「みんなで守る３つの約束・末広小タブレットの使い方７つのルール」は、見や
すいところに掲示するなどして、家庭でもいつでもルールが確認できるようにし

てください。 

○学習目的で家庭以外の場所で使用させる場合（学童や放課後デイサービス、普段の下校先等

の、「宿題に取り組む必要のある場所」）は、保護者の責任の下で使用させてください。その

際は、破損や紛失がないように十分気を付けてください。 

○目安として「午前８時から午後８時まで」の時間帯が望ましいです。朝早くや夜遅く、就寝

時刻間際まで使用することは控えてください。 

○できる限り、保護者がいる場所で使用させ、使用状況の確認をお願いします。 

○長時間使っているようなら、休憩を入れたりやめさせたりしてください（３０分に一度休憩

を入れることが望ましいとされています）。 

 

○お子さんが勝手に使用しないよう、保護者の目の届く場所に置くようにしてください。 

○授業でも使用するため、学校で充電する時間がありません。ご家庭での充電をお願いします。 

○毎日持ち帰りと同時に、各家庭に充電器をお貸しします。純正ではない充電器を使用するこ

とで、タブレットが故障したり発火したりする危険性もあります。持ち帰った充電器を使用

して充電してください。 

 

○ルールを守った適切な使い方の中での故障についてはできる限り対応しますが、故意による

ものやルールを違反した使い方をしたものについての修理については、教育委員会の判断に

より、保護者負担となる場合がありますのでご注意ください。 

○タブレット並びに充電器は、年度末（３月中旬を予定）に回収し、整備・点検を行います。 



２ 新年度（2025 年度）からの家庭学習に関するお知らせ 

※詳しくは、４月に学校や各学年から出される家庭学習に関しての文書でご確認ください。 

※取組内容等に関しては、多少の変更がある可能性があります。 

※ぴりか学級に関しては、ご家庭と相談の上、取り組み方法を検討していきます。 

１ 末広小の家庭学習の考え方  

 

 

 

 

 

○３年生以上は、５月の連休明けより毎日タブレットの持ち帰りを行います（前記記載の通り）。 

○タブレットを持ち帰った場合は、必ず毎日タブレットを活用します。 

 

２ 家庭学習に取り組む時間（目安の時間） 

 

 

 
 

３ 内 容 
【タブレットを活用した学習 例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○その日の家庭学習の内容は、各学級の「classroom」にてお知らせします。 

○来年度も、見本となるノートの掲示並びに表彰を行います。 

○タブレットの毎日持ち帰りに合わせて、 

毎日タブレットを活用した 

「スタディ・ログ」（家庭学習記録） 

を全学年でつけます。 

「学年×１０分＋１０分」 

例）４年生→４×１０＋１０＝５０分 

 

①「ミライシード」を活用した学習 

「タブレットドリル」や「オクリンクプラス」を活用したもの 

考えをまとめる・写真を撮る・動画を撮影する 

②動画視聴→考えをまとめる・感想を書く・授業の予習等 

③「スライド」や「スプレッドシート」を活用した学習 

→資料作成・考えをまとめる・感想を書く等 

④１日の振り返りや授業の振り返り 

⑤授業で取り組んでいる課題の続き 

※宿題のほか、各ご家庭で取り組んでいる学習

時間も併せて「目安の時間」とします。 

 

１ 宿題（学校からの課題→必ず取り組むもの） 

①タブレットを活用した学習 →学校から出される課題に取り組むもの 

②ノートを活用した学習   →自分で学習内容を考えて自主的に取り組むもの 

２ ご家庭独自の学習     

１と２を合わせて、「家庭学習」とします。 

○宿題は、曜日ごとに取り組む

内容を全校で統一します。 
 
月曜日→タブレット学習  

火曜日→ノート  

水曜日→タブレット学習  

木曜日→ノート      

金曜日→タブレット学習 

（タブレットドリル） 
 
※タブレットの毎日持ち帰り開始か

らとなります。 

※「スタディ・ログ」とは・・・ 

学習記録のこと。家庭学習の記録を残して

いくことで、子どもが自ら目標を設定し、その

達成に向けて行動を能動的に変化させていく

こと（自己調整能力の育成）や家庭学習習慣の

定着を図ることを目的とするもの。 

 


